
平成 25 年度宜野湾市清掃事業概要 正誤表 

下記の表につきまして誤りがありましたので、訂正してお詫び申し上げます。（平成 26 年 10 月 22 日現在） 

 

項 ４０ 

該当箇所 8.各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第 2条第 6項に規定する主

務省令で定める物の量の見込み（法第 8 条第 2 項第 4 号）の表 

誤 正 

  

主としてスチール製

の容器

主としてアルミ製の

容器

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

205.72ｔ ｔ 207.78ｔ ｔ 209.86ｔ ｔ 211.96ｔ ｔ 214.08ｔ ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

174.95ｔ ｔ 176.70ｔ ｔ 178.47ｔ ｔ 180.25ｔ ｔ 182.05ｔ ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

150.31ｔ ｔ 151.81ｔ ｔ 153.33 ｔ 154.86ｔ ｔ 156.41ｔ ｔ

主として紙製の容器

であって飲料を充て

んするためのもの

（原材料としてアル

ミニウムが利用され

ているものを除

く。）

主として段ボール製

の容器

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0ｔ ｔ 0ｔ ｔ 0ｔ ｔ 0ｔ ｔ 0ｔ ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

246.25ｔ ｔ 248.71ｔ ｔ 251.20ｔ ｔ 253.71ｔ ｔ 256.25ｔ ｔ

（合計）

205.72ｔ

無色のガラス製容器

23年度

310.59ｔ

15.22ｔ

茶色のガラス製容器

（合計）

174.95ｔ

その他のガラス製容

器

（合計）

150.31ｔ

10.31ｔ

186.37ｔ

主として紙製の容器

包装であって上記以

外のもの

（合計）

ｔ

主としてポリエチレ

ンテレフタレート

(ＰＥＴ)製の容器で

あって飲料又はしょ

うゆその他主務大臣

が定める商品を充て

んするためのもの

（合計）

246.25ｔ

24年度

313.70ｔ

15.37ｔ

（合計）

207.78ｔ

（合計）

176.70ｔ

（合計）

151.81ｔ

10.41ｔ

188.23ｔ

（合計）

ｔ

（合計）

248.71ｔ

25年度 26年度

316.84ｔ 320.01ｔ

15.52ｔ 15.68ｔ

（合計） （合計）

209.86ｔ 211.96ｔ

（合計） （合計）

178.47ｔ 180.25ｔ

（合計） （合計）

153.33ｔ 154.86ｔ

10.51ｔ 10.62ｔ

190.11ｔ 192.01ｔ

（合計） （合計）

ｔ ｔ

（合計） （合計）

251.20ｔ 253.71ｔ

27年度

323.21ｔ

15.84ｔ

（合計）

214.08ｔ

（合計）

182.05ｔ

（合計）

ｔ

（合計）

256.25ｔ

156.41ｔ

10.73ｔ

193.93ｔ

（合計）


